
砥部町とべ温泉行きバス運行事業実施要綱 

 

  平成 26年４月 22日 

砥部町告示第 71号 

 （目的） 

第１条 この告示は、とべ温泉行きマイクロバス（以下「バス」という。）を運

行することによって、利用対象者の温泉利用による健康維持及び日常生活の

移動支援を行うことを目的とする。 

 （実施主体） 

第２条 本事業の実施主体は、砥部町とする。 

 （利用対象者） 

第３条 本事業の利用者は次のとおりとする。 

 ⑴ 町内に居住する 65歳以上の高齢者 

 ⑵ 障がい者手帳の所持者及びその同行者 

 ⑶ 同一世帯内に普通自動車第１種免許所持者がいないもの 

 （バス運行日） 

第４条 バスの運行日は、毎週月曜日、火曜日及び金曜日とする。ただし、国

民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に定める祝日並びに 12 月

28日から同月 31日及び１月２日から同月４日までの間は運行しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該月の第１週から第４週までの月曜日が国民

の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に定める祝日（１月１日を除

く。）と重なった場合は、翌木曜日に運行する。 

３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、バス

を運行又は運行休止することができる。 

 （バス乗車時刻及び乗降場所） 

第５条 バスの乗車時刻及び乗降場所は、別表のとおりとする。 

 （利用者負担） 

第６条 利用者負担金は、無料とする。 

 （その他） 

第７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行し、平成 26年４月１日から適用する。 

   附 則（令和３年３月 19日告示第 28号） 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年３月 24日告示第 48号） 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年３月６日告示第 36号） 

 この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 



別表（第５条関係） 

毎週月曜日（広田、万年、岩谷、大南便往路） 

到着時刻 運行先 

１３時１０分 山村留学センター 

１３時２５分 ひろた交流センター 

１３時４５分 旧万年バス停 

１４時０５分 とべ温泉 

１４時２０分 フジ砥部店 

１４時２５分 株式会社セブンスター砥部店 

１４時２８分 医療法人誠志会砥部病院 

１４時３０分 高尾田バス停 

毎週月曜日（広田、万年、岩谷、大南便復路） 

到着時刻 運行先 

１５時２０分 フジ砥部店 

１５時２５分 株式会社セブンスター砥部店 

１５時２８分 医療法人誠志会砥部病院 

１５時３０分 高尾田バス停 

１５時４０分 とべ温泉 

１６時００分 旧万年バス停 

１６時２０分 ひろた交流センター 

１６時３５分 山村留学センター 

毎週火曜日（大角蔵、七折、川井、宮内、高尾田便往路） 

到着時刻 運行先 

１３時５０分 大角蔵集会所 

１４時１０分 とべ温泉 

１４時２０分 フジ砥部店 

１４時２５分 株式会社セブンスター砥部店 

１４時２８分 医療法人誠志会砥部病院 

１４時３０分 高尾田バス停 

１４時３２分 八瀬集会所 

１４時５０分 とべ温泉 

毎週火曜日（大角蔵、七折、川井、宮内、高尾田便復路） 

到着時刻 運行先 

１５時００分 フジ砥部店 

１５時０５分 株式会社セブンスター砥部店 

１５時０８分 医療法人誠志会砥部病院 



１５時１０分 高尾田バス停 

１５時３０分 とべ温泉 

１５時５０分 大角蔵集会所 

１６時１０分 とべ温泉 

１６時３０分 八瀬集会所 

毎週金曜日（外山、五本松、岩谷口、八倉便往路） 

到着時刻 運行先 

１３時２０分 北川毛遊園地  

１３時３０分 旧外山バス停  

１４時００分 とべ温泉 

１４時１５分 旧八倉バス停 

１４時２０分 フジ砥部店 

１４時２５分 株式会社セブンスター砥部店 

１４時２８分 医療法人誠志会砥部病院 

１４時３０分 高尾田バス停 

１４時４０分 とべ温泉 

毎週金曜日（外山、五本松、岩谷口、八倉便復路） 

到着時刻 運行先 

１５時００分 フジ砥部店 

１５時０５分 株式会社セブンスター砥部店 

１５時０８分 医療法人誠志会砥部病院 

１５時１０分 高尾田バス停 

１５時２５分 とべ温泉 

１５時２７分 北川毛遊園地 

１５時４５分 旧外山バス停 

１６時０５分 とべ温泉 

１６時２５分 旧八倉バス停 

 

 

 


